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１　住宅金融支援機構法及び改正公庫法の概要
１　独立行政法人住宅金融支援機構法

国民の安定的な住宅取得等を図るため、住宅金融公庫の権利及び義務を承継し、債

権の証券化等により一般の金融機関による住宅資金の貸付けを支援する独立行政法

人住宅金融支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等を定める。

公的資金による住宅及び宅地の供

給体制の整備のための公営住宅法

等の一部を改正する法律案による

住宅金融公庫法の一部改正

円滑な
移行の
ための
措置

・ 既往債権の管理業務に係る特別勘定の設置

・ 当該勘定における財政融資資金の繰上償還等

政府は、公庫から独法への移行に際し、国民の
住宅の建設等に必要な長期資金の調達に大き
な支障が生じないよう、必要な施策を推進。さら
に、民間金融機関の貸付状況を勘案し、平成19 
年度予算編成過程で個人融資の取り扱いを最
終判断。（住宅金融支援機構法附則第22 条、
平成15 年公庫法改正附則第3 条）

財政融資資金を活用した直接融資を行ってきた住宅金融公庫を廃止

証券化支援業務等により民間金融機関の支援・補完を行う独立行政法人を設置

　　② 災害関係、都市居住再生等の民間では困難な融資に限定

　　③ 良質な住宅の建設等を促進するために必要な情報の提供等

業務の範囲

① 民間金融機関による住宅資金の融通支援業務

　　・ 証券化支援業務

　　・ 融資保険業務

＜住宅金融公庫の融資業務＞

【個人向け住宅ローン】

【事業者向け融資】

・個人住宅建設

・分譲住宅購入

・リフォーム

・災害関係

・財形住宅融資

・密集市街地建替

・賃貸住宅建設

・宅地造成

・分譲マンション建設　等

＜新独立行政法人の融資業務＞

【個人向け住宅ローン】

【事業者向け融資】

・財形住宅融資

・災害関係

・密集市街地建替

・子育てファミリー向け

　賃貸住宅建設　等

独立行政法人住宅金融支援機構の設立(H19.4.1)



２　住宅金融公庫法の一部改正

既往債権管理勘定の設置・政府貸付金（＝財政融資資金）の繰上償還

・　平成16年度までに申込みを受理した貸付け（財形住宅貸付けを除く。）について、
特別勘定を設けるとともに、当該貸付けに係る政府貸付金の償還期限を、主務大臣

が財務大臣と協議して定める日に変更する。

補給金に依存しない財務構造へ早期転換

２

保証協会の
保証債務

住宅金融公庫の既往債権
約410万件、約55兆円(H16年度末見込)

一般会計からの
補給金

（短期間に措置）

財投会計への
繰上償還

既往債権の
証券化・市場売却

債権管理特別勘定

＋



２　証券化支援事業（買取型）の現状
• 毎月の買取額は着実に増加し、事業の浸透がはかられている段階 　　

　 ・　平成17年３月の買取金額は単月で初めて1,000億円に迫る規模に

　 ・　平成17年度以降も毎月発行の継続を予定

３
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• 引き続き制度改善等を通じて、証券化ローンの普及を積極的に推進

　・　民間金融機関（オリジネーター）に対する、取組みの促進

４

・　買取対象となる住宅の拡大等

・　「新型住宅ローン」に代わる新名称「フラット３５」の導入、認知度向上に向けた
　マスメディアの活用

平成16年度より買取対象債権を拡大

敷地面積下限の撤廃 敷地面積の基準を撤廃し、１００㎡未満の住宅も融資対象に

共同住宅の床面積緩和 共同住宅の床面積下限５０㎡を３０㎡に引き下げ

建て方形式の追加 一戸建住宅、共同住宅に追加して重ね建住宅、連続建住宅も融資対象に

既存建築物の

取り扱いを緩和

住宅を新築する場合、現在ある建物を敷地内に残して住宅を建設する場合も
融資対象に

中古住宅を買取対象
として追加

一定の要件を満たす中古住宅も融資対象に

　（主な要件）　
　 ・住宅金融公庫が定める技術基準に適合する住宅
　　・購入価格が１億円未満（消費税を含む）の住宅
　　・借入申込日において築後年数が２年を超えている住宅又は既に人が住んだことのある住宅

　　・店舗等との併用住宅でない住宅

借入れに必要な

月収の基準を変更

「毎月の返済額の５倍以上」から「毎月の返済額の４倍以上」へ
　　※住宅ローンを含むすべての借入金に対する必要年収には変更ありません。

（平成16年10月1日以降の申請から適用）

＜参考：事業開始時と現在の事業参入機関数の比較＞

都市銀行 地方銀行
第二

地方銀行
信用金庫 信用組合 労働金庫

保険会社
ノンバンク

合計

平成15年10月 2 20 15 34 1 0 2 74

平成17年７月 7 58 38 118 6 7 9 243
※　都市銀行には、信託銀行を含む



１　事業計画

３　１７年度住宅金融公庫事業計画の概要
　国民の皆様の「長期・固定金利の住宅ローン」へのニーズを的確に見据えた必要
　戸数を確保しつつ、証券化支援事業の着実な実施、住宅資金融通事業のスリム化を
　踏まえた事業計画とします。

小　計

△３６.４％２２万戸(３.５兆円)１４万戸(２.２兆円)住宅資金融通事業

　　 ０％　１万戸(０.２兆円)　１万戸(０.２兆円)保証型

買取型

△２０.０％３０万戸(５.１兆円)２４万戸(４.２兆円)合　　　計

２５.０％

２８.６％

対前年度増加率

（戸数）

８万戸(１.６兆円)１０万戸(２.０兆円)

　７万戸(１.４兆円)　９万戸(１.８兆円)
証 券 化

支援事業

平成１６年度予算平成１７年度予算

（注）（　）内は、証券化支援事業（買取型）にあっては買取金額、証券化支援事業（保証型）にあっては

　　　債務保証特定保険の保険価額の総額の限度額、住宅資金融通事業にあっては事業費です。

５

２　財投機関債の発行計画等

住宅金融公庫債券　　　　　 　2兆7,600億円　　　

（参考）　財政融資資金借入等 　　　　　 　750億円　　　

うち、証券化支援事業分　　 　　　　　　1兆5,000億円

　　　　　　　　　　　　　（買取りベース　1兆8,000億円）

　　　平成１７年度受理公庫融資分　　　　 1,600億円

　　　既往債権証券化分 　 　　　　　　　1兆1,000億円
　　　



６

（１）　貸付額の上限の引上げ

３　証券化支援事業（買取型）の制度の改善

買取基準のうち融資額の上限を5,000万円から8,000万円に引き上げます。

（２）　住宅建設費等の上限の改善

　買取基準のうち住宅建設費等の上限を１億円未満から１億円以下に改善します。

（４）　中古住宅の築後年数要件の撤廃

　中古住宅の買取基準のうち築後年数要件（10年以内）を撤廃します。【平成17年１月実施】

（５）　償還期間に関する要件の緩和

　償還期間の下限を20年以上から15年以上に緩和します。ただし、お申込み受理時年齢が60歳以
上の場合は償還期間の下限を10年とし、また、完済時年齢の上限は80歳とします。

（３）　床面積上限要件の撤廃

　買取基準のうち床面積上限要件（280㎡）を撤廃します。



（６）　親族居住用住宅の追加

買取基準のうち居住に関する要件に親族居住用住宅を追加します。

（７）　優良住宅取得支援制度の創設

省エネルギー性能の高い住宅等について提示金利を当初５年間、0.3%引き下げます。

　　　○対象となる住宅：省エネルギー性能、耐震性能又はバリアフリー性能の高い住宅

　　　　(注)具体的な基準のイメージ
　　　　　・省エネルギー性能：省エネルギー対策等級４（次世代省エネルギー基準相当）
　　　　　・耐震性能　　　　：耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上
　　　　　・バリアフリー性能：高齢者等配慮対策等級３以上

（８）　証券化支援事業（買取型）に係る協調融資制度の創設

　 証券化ローンと併せて行われる民間金融機関による融資について、住宅融資保険（てん補率
10割）の対象とする制度を創設します。

（９）　証券化ローンと財形融資との併せ融資

証券化ローンと財形融資との併用が可能になります。（財形融資を第２順位抵当権で実施）

７



・既往債権については、平成17年度より他の業務とは区分した特別勘定を設置して管理

・公庫の既往債権は、保証協会の保証債務を含む権利義務とともに、機構が承継

・既往債権を証券化し、その資金等を活用して、財政融資資金の繰上償還を実施し、独立行
政法人第一期中期目標期間（平成19～23年度を想定）中に所要額を全て措置し、補給金
は廃止（※）

・既往債権の証券化により、証券化市場の育成を促すことを通じ、民間金融機関による長期
固定ローンの供給を支援する証券化支援業務の立ち上げを支援

・既往債権については、平成17年度より他の業務とは区分した特別勘定を設置して管理

・公庫の既往債権は、保証協会の保証債務を含む権利義務とともに、機構が承継

・既往債権を証券化し、その資金等を活用して、財政融資資金の繰上償還を実施し、独立行
政法人第一期中期目標期間（平成19～23年度を想定）中に所要額を全て措置し、補給金
は廃止（※）

・既往債権の証券化により、証券化市場の育成を促すことを通じ、民間金融機関による長期
固定ローンの供給を支援する証券化支援業務の立ち上げを支援

既往債権に係る補給金等については、（財）公庫住宅融資保証協会の損失処理も含め、透明
な形で先送りせずに早期に処理

既往債権の適切な管理

・住宅金融支援機構の業務を円滑に推進し、民間金融機関の支援・補完を行うため、機構設立
後のみならず、設立前の住宅金融公庫の段階から先行して、業務の改善・効率化（人員のスリ
ム化、一般管理費削減等）、財務内容の改善（回収業務の強化等）を実施

・住宅金融支援機構の業務を円滑に推進し、民間金融機関の支援・補完を行うため、機構設立
後のみならず、設立前の住宅金融公庫の段階から先行して、業務の改善・効率化（人員のスリ
ム化、一般管理費削減等）、財務内容の改善（回収業務の強化等）を実施

　業務の改善・効率化計画の策定

４　既往債権の証券化　

８

１　背景

※　金利動向等にもよるが、10兆円前後の繰上償還を実施（平成17年度は１．６兆円を見込む）



　貸付債権担保Ｓ種第○回住宅金融公庫債券

２　既往債権証券化の概要（平成１７年度）

（１）　名称

（２）　商品性
・スキーム
月次債と同様（超過担保、差替え、受益権行使事由、クリーンアップコール等）

マイホーム新築融資、マンション購入融資、建売住宅購入融資、優良分譲住宅購入融資及び都市
居住再生購入融資

・対象融資種別

（３）　発行額等

平成17年度においては、合計1.1兆円程度を４～５回に分割して発行する予定

（４）　プライシング方法

引受主幹事候補会社（14社）が推計した信託候補債権データに係る平均残存年限の平均値を算
出し、これに対応する残存期間を持つ10年利付国債（既発債）を参照国債としたスプレッドプライシ
ング方式とする。

（５）　Ｓ種第１回債

・発行額
２，０００億円

条件決定：７月下旬　　　発行：８月上旬

・発行スケジュール

・裏付債権

平成１２年度中に、申込みを受理し証書貸付に至ったもの

・プライシングにおける参照国債

第243回10年利付国債（償還：2012年9月20日　利率：1.10％）
※　平成１７年６月２９日現在における平均残存年限（引受主幹事候補会社（14社）が算出した平均値）は、７．１９年） ９



〈参考〉証貸年度別既往債権残高（個人向け債権）
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